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ソ
ゲ
ェ
ト
世
舎
且
の
時
代
匝
分
同
づ
い
て

第
七
十
八
巻

第

挽

四

四

ソ
グ
z

ト
一
砿
曾
史
の
時
代
匝
分
に
つ
い
て

十
月
刑
曾
主
義
革
命
が
う
み
出
し
た
ソ
が
よ
ト
祉
曾
は
、
社
曾
主
義
改

造
と
い
う
悶
維
な
任
務
を
完
成
L
、
い
ま
枇
曾
主
義
か
ら
共
産
主
義
へ
の

漸
弐
的
移
行
と
い
う
歴
民
的
任
務
を
成
功
の
う
も
に
逐
行
し
つ
つ
あ
る
。

こ
の
ソ
グ
ェ
ト
祉
曾
の
誕
辰
を
深
く
、
そ
し
て
雫
面
的
に
研
究
し
、
ソ
ゲ

ー
ト
人
民
の
た
た
か
い
ー
と
っ
た
塵
史
的
な
遁
を

E
し
く
解
明
す
る
う
え
で

必
要
な
傑
件
の
一
つ
は
、
そ
の
基
本
的
な
段
階
を

E
し
く
規
定
す
る
己
と

で
あ
る
。
「
M

悼
演
田
中
」
教
科
書
の
山
川
版
を
契
機
と
し
て
、
わ
が
図
で
も
ヅ

グ
ょ
ト
研
究
が
急
激
に
た
か
ま
り
、
そ
の
理
解
が
急
速
に
ふ
か
ま
っ
て
き

士
と
き
、
ソ
ヴ
ェ
ト
祉
曾
の
歴
史
の
時
代
区
分
を
科
摩
的
に
把
損
す
る
こ

と
は
、
と
く
に
意
味
ぷ
か
い
こ
と
正
思
わ
れ
る
。

ツ
同
盟
科
車
院
歴
史
撞
研
究
所
で
一
九
四
九
五
一
年
に
わ
た
っ
て
ソ

同
盟
霊
史
の
時
代
直
分
の
問
題
に
か
ん
す
る
討
論
が
お
こ
な
わ
れ
た
と

{ 
口

acr 

裕

岡

君
、
ソ
グ
ュ
ト
吐
曾
史
り
時
代
医
分
に
つ
い
て
の
問
題
は
と
り
あ
げ
ら
れ

な
か
っ
た
。
ヅ
グ
ヰ
ト
世
曾
の
歴
史
の
持
代
直
分
は
、
ヅ
同
盟
で
も
、

「
ソ
同
盟
共
産
仕
掛
(
ボ
ル

Y
七
ワ
ィ
キ
)
歴
史
」
の
中
で
あ
た
え
ら
れ
た

匝
分
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
そ
の
主
主
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
ま
た
多
く

の
瞳
史
家
が
こ
の
匡
分
を
唯
の

E
し
い
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
本
質
的
な
紋
慣
が
あ
っ
た
ロ

誌
、
た
主
主
ば
、
「
世
育
且
」
(
膿
育
と
ス
ポ
ー
ツ
出
版
所
、
一
九
五

四
年
版
)
で
は
、
「
外
国
干
陸
戦
争
正
園
内
職
争
の
時
期
に
潤
け
る

ソ
ゲ
品
ト
の
櫨
育
、
」
「
闇
民
組
桝
復
興
に
か
ん
す
る
ツ
グ
品
ト
の
値

宵
」
「
閣
の
批
脅
的
工
業
化
を
め
ず
ナ
闘
争
の
時
期
に
お
け
る
ソ
ず

4

ト
の
瞳
育
」
な
ど
叩
随
分
が

h
F
b
れ
る
。
支
た
「
ロ
シ
ア
・
ソ
ゲ

品
ト
文
化
史
概
碩
」
(
ゴ
n
y

キ
1
名
稀
世
界
文
化
研
究
所
)
に
も
布

立
じ
よ
う
な
直
分
が
み
ら
れ
る
。



ア
メ

p
力
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
巻

プミ

第
一
一
理

→ ノ、

ア
メ
リ
カ
に
お
り
る
特
別
償
却
本
質
論

高

ニオト1
1士

貞

男

ま

スL

;o( 

き

第
二
女
大
戦
後
お
お
く
の
資
本
主
義
諸
固
に
ゐ
い
て
、
民
間
投
資
白
促
進
策
白
一
つ
と
し
て
、
税
法
上
、
特
別
償
却
〔
控
除
〕
制
度

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
オ
ス
ト
ラ
リ
ヤ
、
イ
ン

F
、
パ
キ
ス
グ
ン
、
ス

ェ

I
デ
ン
、
ネ
l
デ
ル
ラ

Y
F
諸
園
(
オ
ラ
ン
ダ
、
ベ
ル
ギ
ー
)
な
ど
が
特
別
償
却
制
度
を
採
用
し
て
い
る
。
日
本
も
ま
十
一
例
外
て
は

た
い
。こ

れ
ら
の
特
別
償
却
制
度
を
採
用
し
て
い
る
諸
閤
の
う
ち
、
も
っ
と
も
そ
の
歴
史
的
経
験
l

|
そ
れ
が
不
幸
た
経
験
あ
る
い
は
悪
釘

に
み
ち
た
経
験
と
い
わ
れ
る
に
し
ろ

1
iに
官
ん
で
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
イ
あ
ろ
う
。
特
別
償
却
が
も
っ
と
も
大
規
模
に
賢
践
さ
れ
、

ま
た
か
か
る
特
別
償
却
賢
践
一
に
封
し
、
合
計
接
的
問
黙
の
み
な
ら
ず
、
政
治
経
消
閑
字
的
硯
貼
よ
句
一
論
議
が
治
己
弁
い
わ
れ
た
闘
は
、
ア
メ

リ
カ
を
み
剥
い
て
ほ
か
に
そ
の
例
が
な
い
と
い
え
上
う
。
し
売
が
っ
て
ア
メ
リ
カ
に
沿
い
て
特
別
償
却
観
あ
る
い
は
特
別
償
却
木
質
論
に

あ
る
一
定
の
傾
向
が
形
成
ヌ
一
れ
た
こ
「
も
別
に
不
思
議
で
は
た
い
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
ア
メ
リ
カ
に
治
け
る
特
別
償
却
に
闘
す
る
論
議
の
中
か
ら
、
定
説
と
な
っ
て
い
る
特
別
償
却
本
質
論
を
抜
さ
だ
し

τ紹
介



す
る
ご
と
を
目
的
と
し
て
か
か
れ
た
も
の
ぞ
あ
る
。
特
別
償
却
木
質
論
を
十
分
に
理
解
す
る
に
は
、
モ
の
前
提
と
し
て
特
別
償
却
制
度

り
そ
の
も
の
の
説
明
が
必
要
た
の
で
、
と
の
黙
に
つ
い
で
最
初
相
営
の
紙
苗
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

す
て
に
本
誌
忙
殺
表
し
た
「
ア
メ
リ
カ
特
別
償
却
史
研
境
」

(
昭
和
二
(
り
年
一
一
月
鵠
所
載
)

そ
の
現
代
史
の
部
分

の
綾
稿
と
し

τ、

を
叙
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、
木
稿
が
と
心
ょ
う
左
形
に
な
っ
た
白
は
、
紙
巾
の
都
合
も
さ
る
こ
と
な
が

b
、
特
別
償
却
の
批
判
的
介
析

を
主
要
な
個
々
の
一
問
題
ご
と
に
累
積
し
て
ゆ
〈
研
究
方
法
を
と
っ
て
い
る
か
ら
ゼ
あ
る
。
参
考
の
た
め
に
、
本
稿
に
ひ
き
つ
づ
き
後
表

す
る
議
定
と
な
っ
て
い
る
論
文
を
あ
げ
て
お
こ
う
ロ

「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
と
反
消
占
論
」

「
特
別
償
却
と
産
業
集
中
|
|
セ
ル
デ
Y

の
統
計
的
分
析
と
そ
の
問
題
勤
」

「
特
別
償
却
を
め
ぐ
る
ピ
チ
、
不
ス
・
イ
ン
カ
ム
心
表
一
万
問
題
」

こ
と
十
数
年
来
、
ア
メ
リ
カ

k
b
い
℃
、
特
別
償
却
は
二
回
採
用
ぎ
れ
て
い
る
。

一
九
四

O
年
第
二
歳
入
法
(
印

R
。ロ
ι
同
04260
〉
立
広

5
8
)
に
上
づ
て
認
め

b
れ、

思
AFN)
に
k
っ
て
一
部
改
E
さ
れ
た
第
二
次
大
戦
白
時
に
お
け
お
特
別
償
却
(
一
九
三
九
年
内
図
歳
入
法
典
一
二
四
候
巴
包

H
E
q
g巴

同
2
E
5
向
。
白

OHNAH
に
よ
る
特
別
償
却
〉
は
、
大
戦
の
終
紡
と
運
命
を
と
も
に
し
、
一
九
四
五
年
九
月
に
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

一
九
四
二
年
歳
入
法
(
同
2
8
5
K
F己
主

て
大
職
後
数
年
間
特
別
償
却
は
姿
を
消
し
て
い
た
が
、
朝
鮮
戦
争
が
は
じ
主
る
や
、
一
九
五

O
年
歳
入
法
(
同
2
0
E
O
K
F
E
。同HUm-)に

よ
っ
て
再
び
採
用
さ
れ
、
現
在
あ
ら
た
に
適
用
さ
れ
る
産
業
部
門
の
教
が
相
営
縮
少
し
つ
つ
あ
る
が
、
ま
だ
慶
止
の
決
定
は
下
さ
れ
ず
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
巻

イ二

第

強

七



ア
メ

D
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論

幻

‘

.

、

、

、

、

、

、

、

‘

、

山
岨
附
相
さ
れ
て
い
る
。
と
れ
が
現
在
賞
践
さ
れ
て
い
る
特
別
償
却
二
九
三
九
年
内
園
歳
入
法
兵
二
一
四
位
陣
ド

U
S
F
E
~
E】
同
2
。
E
5

2
0
5
J一
カ
五
四
年
内
閣
歳
入
法
典
芸
品

E
E
l
-
-
E
2
5
5に

よ
る
特
別
償
判

7
2
0

第
七
十
八
巻

ノ1、

第

鵠

八

別
償
却
控
除
」

こ
れ
ら
の
こ
つ
の
時
期
(
一
九
四

0
1
一
九
円
五
、
一
九
五

O
l
l
)
に
沿
け
る
特
別
償
却
は
、
税
法
上
に
沿
い
て
は
「
緊
念
施
設
白
特

(KFE。耳目
E
C
Oロ
ロ

O
P
E
H
Eロ
O同
開
E
2問。ロ
4
司

P
E
Z
E
S
)
と
い
わ
れ
、
河
一
心
経
臨
時
に
属
す
る
も
白
て
あ
る
。
し

た
が
っ
て
雨
時
期
に
長
け
る
特
別
償
却
の
聞
に
は
基
木
的
た
臨
型
化
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が

b
、
現
在
ゐ
己
最
わ
れ
て
い
る
特
別

償
却
は
、
第
一
一
次
大
鞍
の
時
白
特
別
償
却
が
そ
の
ま
主
復
活
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
の
て
あ
っ
て
、
雨
者
の
聞
に
若
干
の
差
異
か
見

ら
れ
る
。

、

、

、

、

以
下
、
と
の
差
異
に
注
意
を
は

b
い
な
が

b
、
雨
時
期
に
お
け
る
特
別
償
却
の
封
象
つ
ぎ
に
モ
の
方
法
を
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。

陸
凶
加
藤
前
、
未
聞
の
内
閣
歳
入
法
(
邦
諜
)
、
税
法
事
、
昭
一
八
年
一
円
抗
、
一
三

i
一
一
二
八
頁
参
照
。

Q
-
H
F
E
-
-
ロ
・
与
君
、
E
E
E
弐

h
sミ
hn号
、
、
s
t
N
R
F
H
S自己
Q
h

〉
R
。自
EMOM-L~ovE出
u
E
M
H
C叩

lHHC・
J

門ロ

E
R
口
「
}
守
主
号
、
、
柏
、
与
E
2
2
与
E
E
N皇
宮
回

同。戸自己
C

同
〉
5
5
A
E
4・
H
n
E
E
3
M
V唱
叫

]ω
日

一
九
五
心
今
に
特
別
償
却
制
度
出
費
足
し
て
は
端
、
約
三
二
五
円
横
車
目
標
産
業
が
か
か
げ
b
れ
た
が
、

ζ

の
う
ち
一
六
七
は
、
一
九
五
五
主

人
月
以
前
に
は
ず
さ
れ
た
。
の
と
り
の
五
人
声
業
の
う
ち
、
三
八
産
業
に
づ
い
て
は
認
可
申
請
が
貝
盆
b
れ
て
お
り
、
損
張
目
標
が
そ
の
ま
ま

と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二

ct院
議
に
す
ぎ
な
い

(
Q
こ
さ
諸
島
〉
冨
〉
占
・

5

E

C言
2
3
単
主
語
、
雪

J
H
F
1
H
g目)。

L
F
し
ま
だ
全
面
的
に
駿
止
さ
れ
て
は
お
b
ず
、
現
在
民
主
誕
の
排
止
請
を
中
心
に
、
そ
の
存
排
問
題
は
議
曾
で
論
議
さ
れ
て
い
る

(
Q・

2
h
T言
ぬ
首
J

ロ
ロ
宮

5
8
)。

加
藤
清
、
前
掲
語
、
一
二
六

l
三
八
頁
参
照
。

口
同
民
一
言
昔
、
NN4J
、民
qQ凡

M
1
2
5
g
p
且
I
E
α
F
3
∞・

2
T
ω
F

(2) (4) (3) 
'(1) 

特
別
償
却
の
劃
象
|
|
緊
念
施
設



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
は
、
園
防
生
産
陀
必
要
な
設
備
へ
り
民
間
投
資
を
促
進
す
る
た
め
に
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

b
、

モ
の
封
象
と
去
る
も
の
も
蛍
仲
間
か
か
る
目
的
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

τ、
そ
れ
は
固
定
資
産
一
般
て
は
苧
く
骨
か
恥

設
(
伺
E
o
a
g
q
]
T
V
E
E
H
B
)
と
い
わ
れ
る
特
定
の
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
緊
念
施
設
と
は
、
税
法
に
よ
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。
非
常
期
間
宮
己
主
自
司
句

2
邑
一
九
日
O
年
一
月
一
日
!
一
九
四
五
年
九
月
二
九
日
、
一
九
五

O
年
一
月
一
目
|
|
)
内
に

建
設
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
詮
明
権
限
を
も
っ
て
い
る
官
隠

(
2日
中
百
四

E
P。ロ
3
可
)
に
よ
っ
て
、
図
防
上
。
利
忽
の
た
め
に
必
要

で
あ
る
一
む
ね
の
必
要
設
明
書
(
の
2
t
F
E
E
ミ
zonqbq)
を
交
付
さ
れ
た
土
地
(
仁
ロ
ハ
凶
)
建
物
、
機
械
b
z
び
装
置
も
し
く
は
そ

の
一
部
(
官
両
官
)
て
あ
る
。

こ
む
特
別
償
却
白
封
象
規
定
に
お
い
て
、
建
物
、
機
械
及
び
装
置
な
ど
の
ほ
か
に
、
非
減
慣
性
資
産
と
い
わ
れ
る
土
地
治
よ
び
土
地

改
良
費

G
E官
。
品
目
g
H
Z
H
b品
)
が
、
緊
急
施
設
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
た
い
。
通
常
の
減
債
償
却
て
は
問
題
と

さ
れ
な
い
土
地
が
、
特
別
償
却
の
封
象
に
含
ま
れ
て
い
る
の
し
た
が
っ
て
飛
行
場
、
物
資
集
積
地
、
自
動
車
置
場
、
生
産
摘
張
の
た
め

に
購
入
し
た
土
地
な
ど
の
よ
う
に
な
ん

b
か
の
形
ゼ
園
防
生
産
に
関
連
す
る
土
地
ま
で
が
、
緊
急
施
設
と
さ
れ
、
特
別
償
却
の
適
用
士

う
け
て
い
る
。
む
ろ
ん
士
地
一
般
が
特
別
償
却
の
封
象
と
さ
れ
亡
い
た
わ
け
で
な
く
、
農
地
は
全
然
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
油

岡
、
鎖
山
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
減
括
性
資
産
位
、
政
経
比
例
減
耗
控
除
ハ
E
吋

R
Eロ
E
m
o
l
c
r判
。
耳
目

E
目
。
主
同
)
o
t
F
H
H
B
P戸
。
毛
色

2
)

の
週
月
を
う
け
て
い
た
か
ら
、
特
別
償
却
の
封
裂
と
は
た
っ
て
い
な
い
。

つ
ぎ
に
特
別
償
却
の
封
象
規
定
の
開
力
性
か
ら
一
生
ず
る
特
別
償
却
の
認
め
ら
れ
る
割
合
の
差
に
注
営
す
る
必
要
が
あ
る
の
第
三
次
大

戦
の
時
と
朝
鮮
戦
争
以
後
の
特
別
償
却
に
つ
い
て
は
、
と
も
に
税
法
上
設
備
の
取
得
原
償
の
全
部
も
し
く
は
そ
む
一
部
が
緊
念
施
設
と

い
わ
れ
、
こ
れ
が
特
別
償
却
の
封
象
と
さ
れ
て
い
る
己
と
は
す
で
に
白
べ
た
と
沿
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
税
法
の
僚
項
に
閥
F
る
か

ア
メ

D
カ
日
仏
布
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
巷

九

第

鵠

九



ア
メ
す
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
巻

O 

第

披

。

ぎ
り
、
設
備
原
債
の
一

O
O
M以
下
陀
つ
い
て
特
別
償
却
が
認
可
さ
れ
る
ふ
く
み
が
も
た
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
特
別

償
却
の
認
可
に
あ
た
り
、
設
明
白
樺
限
を
も
っ
て
い
る
官
同
闘
が
、
こ
白
弾
力
保
項
に
し
た
が
い
、
特
別
償
却
の
認
め
ら
れ
る
割
合
に
差
を

つ
け
る
可
能
性
が
、
税
法
山
中
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
己
の
と
と
が
、
第
二
女
大
践
の
時
の
特
別
償
却
と
朝
鮮
戦
争
以
後
の

特
別
償
却
白
現
質
的
整
異
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
第
二
次
大
戦
中
に
お
い
て
は
、
大
抵
の
場
合
一

0
0
%の
特
別
償
却

2
8
宮
2
2
H

5
5
a
E
Eロ
)
を
認
め
る
の
が
普
遁
で
あ
っ
た
。
己
己
て
大
抵
の
場
合
と
己
と
わ
っ
た
白
は
、
例
川
げ
が
あ
る
か

b
で
あ
り
、
た
と
え

ば
第
二
衣
大
戦
の
後
期
に

bhvτ
は
、
設
備
原
償
の
三
五
必
の
み
を
諮
明
し
、
注
廷
も
こ
れ
を
支
持
し
た
句
民
吉
白
自
己
自
の
EH)E百

円

vcE刷
紅
白
河
封
∞
5
4
司
〕
百
円
草
作
た
ど
が
あ
っ
た
。
か
か
る
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
、
第
二
次
大
戦
中
に

b
w
て
は
一

0
0
%特
別
償
却

が
一
般
化
し
て
い
た
白

κ謝
し
、
朝
鮮
戦
争
の
時
に
在
る
と
、
そ
の
首
初
か
ら
説
明
模
限
官
蹄
て
あ
る
園
家
安
全
資
源
局
(
君
主
5
3
5
L

田

0
2
2
q
同
日
吉
円
自
国

E
E
)
は
、
設
備
原
慎
一

0
0だ
よ
り
や
キ
タ
い
割
合
の
特
別
償
却
を
認
め
、
一
九
五
一
年
一
月
よ
り
悶
家

安
全
資
源
局
に
か
わ
り
設
明
様
限
官
臆
と
な
っ
た
園
防
動
員
本
部
(
。
ョ
2
え
り
良
E
E
冨
c
t
E
E吉
田
)
は
一
貫
L
て
部
介
特
別
償
却

(旬。
R
B官
目
。
』
自
。
E
E
Eロ
〉
を
認
め
る
政
策
を
と
っ
て
い
か
o

か
か
る
割
合
(
全
産
業
平
均
)
は
、
一
九
五
一
年
凶
月
現
在
七

O
品川、

一
九
五
二
年
六
月
現
在
五
八
弘
、
一
九
五
三
年
一
一
月
現
在
六
一
局
、
一
九
五
五
年
七
月
現
在
六

O
ル
と
報
告
さ
れ

τ
い
る
。

と
の
よ
う
に
朝
鮮
戦
争
以
後
に
お
い
て
は
、
特
別
償
却
の
鈎
象
と
し
て
設
備
照
債

ω
一
O
O
Mて
な
く
、
モ
白
部
分
の
み
を
認
め
た

部
介
常
明
書
(
司
耳
目
白
伴
氏
仲
間
め
の
2
C出
E
Z
U
)
を
交
付
す
る
白
が
遁
例
と
な
っ
て
い
る

Q

そ
し
て
こ
の
場
合
、
静
明
さ
れ
友
い
と
己
ろ
白

設
備
原
償
部
介
は
基
本
的
に
は
首
該
設
備
り
非
常
期
間
後
に
お
け
る
経
済
的
使
用
性

Q
Sー
自
国
日
0
2
4
R
B
E
Eの
5
0
E
Z担
〉
あ

る
い
は
収
益
カ
ハ

E
2
5
m
E
]官
E
3可
)
に
よ
切
口
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
関
防
生
産
に
奉
仕
す
る
設
備
で
あ
っ

て
も
、
非
常
期
間
だ
け
使
用
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
b
ず
、
平
和
生
産
に
将
棋
し
た
場
合
に
も
機
続
的
に
使
用
し
う
る
む
て
あ
る
か
ら
、
巴



の
非
常
期
間
後
に
沿
げ
る
経
済
的
使
用
性
に
相
常
す
る
原
債
部
分
に
つ
い
て
は
特
別
償
却
を
認
め
る
必
要
は
な
い
と
い
円
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
部
分
詮
明
に
関
す
る
基
本
的
見
解
は
、
ア
グ
ム
ス
と
グ
レ
イ
が
心
へ

τ
い
る
よ
う
に
、
非
常
に
問
題
の
あ
る

傾
定
会
耳
可
』
ロ
2
C
Eち
]
O
E自
臣
官
E
ロ
)
促
す
ぎ
な
い
の
J

し
あ
る
。
七
仏
首
な
b
ぽ
「
設
備
の
非
常
期
間
後
に
お
け
る
経
済
的
使
用
性

は
、
一
説
明
額
の
決
定
に
あ
た

P
考
慮
古
る
J

喝
さ
一
フ
ァ
ク
タ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
白
7
?
ク
タ

l
k
闘
す
る
特
別
な
裁
定
、
調

査
は
個
々
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
な
さ
れ
て
ゐ
ら
ず
、
非
常
期
間
後
に
お
け
る
使
用
性
に
つ
い
て
の
各
産
業
に
1

活
け
る
特
殊
念
事
情
は
、

ほ
と
ん
ど
中
考
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
]
か

b
ゼ
あ
る
。
賢
際
高
い
割
合
の
詮
明
が
或
る
企
業
て
必
要
志
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が

認
め
LJ
れ
な
い
で
、
一
方
か
か
る
必
要
も
た
い
他
の
企
業
に
高
い
割
令
を
認
め
る
あ
晶
、
ま
っ
た
政
策
が
と
ら
れ
て
い
た
。
ゆ
え
に
か
か

る
割
合
は
無
意
味
な
も
の
て
あ
る
と
い
わ
れ
日
て
い
る
。
こ
白
よ
う
に
非
常
期
間
後
に
お
け
る
経
済
的
使
用
性
に
よ
っ
て
認
可
割
合
の
裁

唱
は
な
さ
れ
て
お

b
ず
、
園
防
生
産
上
の
室
長
に
際
じ
て
認
可
割
合
に
九
o
d
N
な
い
し
四
主
だ
の
差
を
つ
け
て
い
た
の
が
究
情
で
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
か
か
る
割
合
は
、
一
九
五
一
年
四
月
現
在
て
鎖
鋼
七
三
形
、
化
事
製
品
、
繊
維
、
紙
お
よ
び
バ
ル
ブ
六

O
M以
下
、

ガ

Y
リ
ン
治
上
び
燃
料
五
分
り
四
、
航
空
機
三
分
の
こ
と
た
っ

τ
い
る
。

(司 ω宮
同合同日
5
4
開、
λ
ぎ
有
hpNQRも
お
も
川
町
ざ
町
、
hw刊誌町、

NqRに刷、
2
・
4
z
q
p
z。4・
H
Z
P
M
M
H
C
N∞

『自
r
r
h
R晶
司
同
司
法
・

H
E
F
E
u
司
言
。

E
-
E白日出
F
E
3
U
1
2
M
U
Eト
喜
吉
与
を
一
EbAA司
5

2

E

ロ
2
-
H
U
2
・司
E呂田】
E
F
E
F

H
P
F
A
S
h号
号
、
λ
号
、
q
E
b言
。
主
旨
吾
句
、
、
N
G
N
P
S足
立
さ
♂
同
o
乱
Z
乱
開
。
。
吉
田
MQ
目白

E
E
5
5唱
〉
口
問
呂
志
‘

HV
凶
∞

M'

d

目I

目
。
官
。
。
四
円
。
HEH550、
A自民主尾町、
λ
送、、
h
E
E捻
ぬ
治
丸
、
3
E
h町
、
具
、
早
己
町
村
苦
号
制
、
手

ω
Z
4
4
a
C
M向
日
時
国
自
い
見
ω
♂
冨
品

H
S
]泊

目

V
E
Y
メ
リ
カ
の
短
期
償
却
制
度
(
翠
)
、
大
燕
省
調
査
月
報
、
昭
二
六
年
八
月
焼
、
六
回
頁
ロ

ピ

山

口

0
1
。
崎
市
。
回
目
。
司
目
、
岳
、
・
日
V
H
M
(
諜
)
、
六
回
頁
。

F
E
m
p
ロ

F
b
h
Tミ
bh苫
3

5
、
2

3

5

9崎
、
¥
旨
号
、
RQbs礼
ヘ
言
、
3
5
2
2
Q
E
N
2
2
3
5・
宮

2】
昆

〉

R
P号

出)(4) 

アメ

P
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
中
八
巻

第

抵



ア
メ

n
J
M
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
巻

第

競

-
R
W

己のぐ切出。ゲ戸。即日、同
V

H

∞ω'

凶

w
h
R
E
s
t
h
i
三
国
司
2
5
7
H
Z
S
E
E
-
F
p
h
E
5
3色
町
、

E
L
F
-∞
戸
小
松
語
、
昭

=
0年、

一O
凹
頁
。

M

W

E

午
、
注
入
、

-wHH
〉
ロ

m
E
g
E
〉
口
四

HCE

ゆ
凶
行
E
t
F
】w
-
E苦
F
H
同
信
仏
国

E
P
司
、
与
足
、
町
、
足
足
、
凡
さ
も
ミ
陶
器
君
主
国

R
2
E
M
W
5
5日
間
同

2
2
3
Z
P
W
呂町

]uMMHH@・

内
凶

PBP
耳

P
E
D
S可
祖
国
・
出
-
k
d

、言、也、凡でも
N
L号
、

E
l
u
g
号
言
言
芸
員
百
旬
、
言
、
寺
、
呂
田
F
噌
定

ω
〉
骨
目
凶

E
-
c
E〕F
E
F
円
》

2
・

川
刷
出

w
H
E
2
去
、
・
司

'H∞戸

ω
目。

E日間旬、出
E
B
B
R
H
間
百
件
、
島
子
問

MHH。

間
日
本
館
行
翻
査
局
、
職
後
欧
米
各
国
の
企
業
合
理
化
K
就
い
て
、
昭
二
七
年
、
一
五
頁
。

(
諒
)
、
六
六
頁
。

c
m
P
4尚
昆
口
。
E
自
民
自
、
号
、

-
U
5・
(
諜
)
、
六
五
頁
。

干

戸

mp
口
町
宮
・
。
出
口
σ目
白
ロ
Roo-

島町
F
h
v
】日・

加)
(2) 

特
別
償
却
の
方
法
王
カ
年
償
却

緊
急
施
設
の
特
別
償
却
む
最
大
の
特
徴
は
、
計
算
方
法
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
緊
念
施
設
に
つ
い
て
、
モ
白
「
財
産
の
物
理
um
態
に

つ
H
℃
は
全
然
考
慮
す
る
己
と
な
い
L

t
即
存
債
格
零
J

い
芯
カ
払
閉
山
心
応
勧
償
却
す
か
計
算
+
刀
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
貨

に
二

O
年
あ
る
い
は
四

O
年
も
使
用
し
う
る
設
備
で
あ
っ
て
も
、
ひ
と
た
び
必
要
詮
明
書
が
交
付
さ
れ
れ
ば
、
税
務
計
算
上
五
カ
年
間

陀
者
問
額
の
一

0
0
%が
定
額
償
却
で
き
る
の
で
あ
る
。
緊
念
施
設
の
特
別
償
却
が
、
ア
メ
リ
カ
に
沿
い
て
慣
用
と
し
て
五
カ
年
償
却

〔
音
。
官
民

P百
C耳
目
己
E
と
あ
る
い
は
六

0
カ
月
償
却

(
g
E
E
F
P
E
2
5己
EE)
と
い
わ
れ
る
わ
け
も
、
右
に
の
ベ
た
よ
う
に
、

通
背
の
耐
用
年
致
と
接
債
を
無
視
し
て
、
五
年
間
に
全
額
償
却
し
う
る
黙
に
あ
る
の
で
あ
る
。
部
分
特
別
償
却
の
場
合
に
は
、
設
用
さ



れ
た
設
備
原
債
部
分
の
み
が
五
年
聞
に
全
額
償
却
さ
れ
、
一
説
明
さ
れ
た
い
部
分
に
つ
い
て
は
躍
に
遁
常
の
減
債
償
却
が
適
用
さ
れ
る
に

す
ぎ
な
い
。

古
て
、
こ
れ
ま
で
特
別
償
却
期
間
は
五
年
て
あ
る
と
説
明
し
て
き
た
が
、
特
殊
た
場
合
に
は
、
さ
ら
に
有
年
以
内
へ
の
短
縮
が
ゐ
こ

在
わ
れ
た
己
と
に
注
意
し
な
く
て
は
た
ら
左
い
。
第
三
次
大
戦

ω
時
の
一
特
別
償
却
を
規
定
し
た
一
九
コ
一
九
年
内
閣
歳
入
法
比
一
一
一
四
艇

に
よ
る
と
、
非
常
期
聞
が
終
っ
て
も
な
お
緊
念
施
設
が
全
部
償
却
さ
れ
ず
宋
償
却
残
高
が
の
こ
る
場
合
に
は
、
こ
の
未
償
却
残
高
は
一

時
に
償
却
し
去
る
こ
と
が
て
さ
る
こ
と
に
な
づ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
非
常
期
間
の
終
結
が
一
九
四
五
年
九
月
二
九
日
、
大
統
領
に
上

っ
て
宣
言
れ
さ
た
時
に
、
朱
償
却
部
分
が
の
こ
っ
て
い
る
緊
急
施
設
、
わ
か

U
や
す
く
い
う
と
特
別
償
却
を
は
じ
め
か
ら
五
年
を
経
て

い
な
い
緊
念
施
設
は
、
五
年
よ
り
短
い
期
間
に
特
別
償
却
を
再
計
算
し
え
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
特
別
償
却
期
聞
の
五
年
以

内
へ
の
短
縮
(
切

Z
Z
B
E問
)
を
意
味
す
る
特
別
償
却
の
引
き
も
ど
し
(
民
自
由

E
己
H
3
2
5
R
p
r
E押
)
は
、

一
九
三
九
年
内
閣
歳

入
法
共
一
二
四
A
僚
、
そ
の
現
代
版
ゼ
あ
る
一
九
五
四
年
内
閣
歳
入
川
西
山
〈
一
六
八
僚
心
中
に
見
出
す
己
と
が
で
き
な
い
。
ナ
在
わ
ち
朝

鮮
戦
準
以
後
に
お
円
て
は
、
特
別
償
却
心
引
き
も
ど
し
は
税
訟
の
規
定
か

b
は
ず
さ
れ
、
廃
止
吉
れ
て
い
る
の
ぜ
て
あ
る
。
そ
し
て
特
別

償
却
の
引
き
も
ど
し
に
か
わ
っ
て
、
い
わ
ば
五
カ
年
償
却
の
中
断
と
も
い
う
べ
さ
規
定
が
付
加
さ
れ
、
非
常
期
間
後
作
治
げ
る
緊
念
施

設
の
宋
償
却
部
分
は
、
さ
ら
に
特
別
償
却
を
受
け
る
賓
格
は
な
い
も
の
と
さ
れ
、
通
常
の
減
債
償
却
が
以
後
適
用
さ
れ
る
己
と
に
な
っ

て
い
向
。
し
た
が
っ
て
こ
の
特
別
償
却
の
巾
断
措
置
を
回
避
し
う
る
も
の
は
、

一
九
五

O
年
ま
た
は
一
九
五
一
午
、
つ
ま
り
特
別
償
却

制
度
再
登
是
の
時
期
に
必
要
詮
明
を
う
け
、
い
ち
は
や
く
特
別
償
却
を
開
始
し
た
企
業
と
い
う
己
と
に
な
る
o

こ
の
よ
う
に
特
別
償
却

質
践
で
も
早
い
も
の
勝
ち
の
論
理
は
貫
徹
し
て
い
る
り
で
あ
る
。

ま
た
特
別
償
却
心
計
算
に
直
接
関
係
し
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
緊
念
施
設
の
費
却
ま
た
は
交
換
に
よ
っ
て
寅
現
し
た
資
本
利
得
(
(
ピ
ー

ア
メ

9
カ
に
ho
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
巻

第

呈量



ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
木
質
論

第
七
十
八
巻

四

第

競

目

}
己
と

C
E
5
)
に
つ
い
て
、
そ
り
税
率
が
第
二
女
大
戦
D
時
と
朝
鮮
戦
争
以
後
ぞ
は
襲
っ
て
い
る
と
と
を
蛇
足
と
し
て
付
加
え
て
治
己

ぅ
。
緊
念
施
設
は
五
カ
年
間
に
念
速
に
償
却
さ
れ
る
関
係
も
あ
づ
て
、
そ
心
資
本
利
得
は
相
首
大
き
な
も
り
に
怠
る
。
ゆ
え
に
緊
念
施

設
の
資
本
利
得
に
つ
い
て
の
税
率
の
緩
化
は
、
か
な
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
〈
る
o

第
二
次
大
肢
の
時
に
は
緊
念
施
設
の
斉
木
利
得
は
、

逼
常
白
資
本
利
得
と
同
様
白
取
扱
い
を
う
け
、
二
五
M
N
と
い
う
低
率
白
資
本
利
得
税
が
認
せ
ら
れ
て
い
円
た
。
と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
鞍
守
に

在
る
と
、
内
園
歳
入
法
典
一
一
七
依
引
が
改

E
さ
れ
、
緊
念
施
設
に
つ
い
て
生
じ
た
資
本
利
得
も
普
遁
心
所
得
と
同
様
、
高
い
所
得
税
率

〉
(

が
遁
周
さ
れ
る
乙
と
に
怠
っ
て
い
か
。

~î 
(") (ヨ)(2) (1) 

A
R
Sミ
ミ
副
総
ヘ
ヘ

h
h
vお
氏
、
。

mwb-oι
ヴ
〕
司

J
d
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司

旦

。

F
由
同
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円
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国
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司
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凶
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口

ω
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Q

自目
2
わ

P
も岳h
見礼子4
日守
Vγ'
凶昆同戸ι
(

課
)
て
、
六
四
瓦
@

H

同宮凶f向巴出目占向苧-二凶量P芝民子.主噌】呂-吉切巴】「.】官BErEFmrw二N
竪E酎主主札ト子.よ
L

噂

L匂
.
】
巴
。
喜
臼
忠
。
巴
印
口
σ丑匂1予昨f、旦且向口
ο且

E百目目。円
B自F噂

N
w
h
k

・
句
戸
(
課
)
、
六
回
頁

u

以
上
て
の
ベ
た
己
と
か
ら
解
る
よ
う
に
、
緊
念
施
設
の
特
別
償
却
は
、
通
常
減
債
性
資
歴
と
見
倣
さ
れ
て
い
な
い
土
地
を
計
算
封
匁

に
し
て
い
る
ば
か
り
ぜ
な
く
、
ま
た
そ
の
計
算
方
法
に
お
い
て
、
減
債
の
度
合
と
は
無
関
係
に
豆
カ
年
償
却
を
し
て
加
る
鮎
か
ら
み
て
、

二
重
に
減
傾
償
却
理
論
を
無
視
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
部
介
特
別
償
却
の
登
場
あ
る
い
は
特
別
償
却
の
引

さ
も
ど
し
の
殴
止
に
よ
っ
て
基
本
的
に
は
時
間
一
化
を
う
け
注
い
て
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
部
分
特
別
償
却
の
遇
用
と
い
い
、
古
た
特
別
償

却
の
巾
断
措
置
と
い
い
、
減
債
の
度
合
を
無
視
し
て
?
の
己
と
に
は
愛
り
は
な
い
か

b
て
あ
る
。
差
異
が
事
る
と
す
よ
ば
、
減
債
の
度



合
を
無
視
す
る
程
度
に
差
異
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
ぜ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
減
慣
償
却
理
論
を
前
提
と
し
て
特
別
償
却
を
考
察
す
れ
ば
、

税
法
に
沿
い
て
認
め

b
れ
た
特
別
償
却
額
(
損
金
)
と
一
般
に
認
め
ら
れ
た
合
計
原
則
に
よ
る
減
償
償
却
(
費
用
)
と
の
喰
遣
い
(
会
l

同日

g
E
)
が
、
也
叫
ん

b
か
の
形
て
問
題
化
す
る
の
は
営
然
て
あ
る
。

特
別
償
却
を
め
ぐ
る
舎
計
理
論
上
白
問
題
と
し
て
、
そ
の
損
金
と
費
用
白
喰
遠
い
を
長
一
初
比
探
上
げ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
曾
計
士
協

舎

(
A
I
A
)
白
曾
計
手
続
委
員
曾
白
メ
ン
バ
ー
ゼ
あ
り
、
特
別
償
却
の
採
用
に
お
く
れ
る
こ
と
二
年
、
一
九
回
二
年
の
後
半
期
て
あ

こ
う
し
て
敵
陣
合
計
(
司
h
k
F
R
O
E昨
日
間
〉
の
重
要
た
問
題
白
一
つ
土
し
て
特
別
償
却
が
株
主
げ
ら
れ
て
以
来
、
特
別
償
却

曾
計
士
協
曾
の
曾
計
手
蹟
委
員
曾
在
中
心
に
現
在
に
至
る
ま
で
論
議
が
な
さ
れ
て
治
り
、
雑
誌

っ
た
。

を
め
ぐ
る
合
計
理
論
上
の
問
題
は
、

「
曾
計
」

(]22H
。
2
2
0
5
5
4〕
ゐ
よ
び
「
曾
計
評
論
」
(
』

R
c
E
Z
E
5
0
4ろ
に
褒
表
古
れ
た
論
文
は
一
グ
ス
以
上

に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
己
の
問
題
に
闘
す
る
ア
メ
り
カ
合
計
士
協
舎
の
研
究
公
報
(
問
。

E
R『
出
口
]
H
O
苦
)
も
て
て
い
る
し
、
ア
メ
リ
カ

合
計
皐
曾

(
A
A
A
)
の
迫
補
意
見
書
(
回
目
M
V
H
V
H
O
B
E
官
司
由
F
H
O
E
E
H
)

て
乙
の
問
題
に
開
設
し
た
も
り
も
あ
る
。
ま
た
特
別
償
却

を
め
ぐ
る
損
金
と
費
用
の
喰
遠
い
を
論
じ
て
い
る
著
書
も
、
二
、
三
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ば
レ

I
マ
の
著
書
、
ス
ミ
ス
と
パ

グ

l
ス
の
共
著
、
ベ

l
ト

y
の
公
子
最
近
の
著
書
が
そ
う
ゼ
あ
る
o

〔
補
睦
〕

同

2
2円
、
門
戸

b

句、3
E
S
〉

r
p
l
h
s、
骨
量
主

A
E
E
n
A
F号、旧『ヨ
f罰5吋か仁
]
E還
。

∞目目ド品己仲己F}γy凶ど
‘
巴
叶

.
E白
図

F己帥毘沖勾3∞r噂
与
同
.
同
.
可
目R
お号於詰刊
B
§
$
宮

h

、
N

同
NEEN
ど喜同忠

N

匂Eμ巳罫沖庁
Eハ量皇届Br
君
〉

g
門仏凶=吋
Fp巳同古。
FP4耳〈
〉

Vγ恒
与
員
、
h与骨臥昏骨び将吋量主討誕之芸N弔ぷhb.L凶冨@担印毘凶

こ
れ

b
の
論
文
、
桝
究
公
報
、
温
補
意
見
書
及
び
著
書
て
展
開
さ
れ
て
い
る
内
容
を
主
張
の
時
期
及
び
問
題
別
に
整
理
す
る
己
と
は
、

ア
メ

uJ
均
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
巷

豆

第

Z虎

'E 



アメ
UJ
カ
に
担
げ
る
特
別
償
却
木
質
論

第
七
十
八
各

ー]ノ、

第

披

プミ

本
稿
白
範
圏
外
に
属
す
る
問
題
て
あ
り
、
殺
定
の
ベ
ジ
数
を
は
る
か
に
こ
え
る
紙
面
が
必
要
な
の
で
、
詳
細
は
、
別
稿
『
特
別
償
却

を
め
ぐ
る
ピ
ジ
、
不
ス
・
イ
Y

カ
ム
の
表
-
不
問
題
』
に
ゆ
ず
る
と
と
と
し
、
己
乙
て
は
、
こ
れ
ら
む
一
避
の
論
攻
の
中
に
流
れ
て
い
る
ア

メ
p
カ
白
合
計
専
門
家
白
特
別
償
却
〈
の
接
近
方
法
を
摘
出
し
、
や
h
T

一
般
的
た
批
判
を
い
く
づ
か
加
え
る
程
度
に
と
ど
め
た
い
。

第
一
次
大
戦
白
時
比
治
け
る
特
別
償
却
は
、
理
解
白
仕
方
に
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
ヨ

l
一
フ
な
と
に
よ
れ
ば
、
主
首
な
合
計
原

則
(
問
。
。
血
宮

2
5
5間
切
ロ
ロ
ロ
1
2
)
に
絞
っ
て
お
こ
た
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
を
裏
が
え
し
て
考
え
て
み
れ
ば
解
る

第
一
次
大
戦
の
時
の
特
別
償
却
は
、
損
金
と
費
用
の
喰
遠
い
を
あ
ま
り
生
ぜ
し
め
友
い
程
度
に
笠
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
い
わ
ば
そ
こ
に
わ
い
て
は
税
務
曾
計
が
企
業
合
計
に
近
づ
き
、
雨
者
が
、
問
題
は
あ
る
に
し
て
も
、
と
も
か
く
結
合
し
て
い
た
の

そ
あ
る
。
「
現
在
白
吠
態
は
ア
フ
ノ
ー
マ
ル
で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
艇
件
K
矛
盾
せ
ぬ
最
大
程
度
に
所
絹
税
控
除
と
し
て
認
め
ら
れ
う

る
か
否
か
は
考
慮
せ
ず
、
設
備
の
債
値
を
償
却
す
る
こ
と
は
遁
首
で
あ
る
。
」

上
う
K
、

と
そ
ン
ゴ
メ
リ
ー
が
h

っ
て
い
た
企
業
舎
計
質
践
が
、

合
法
的
に
税
務
合
計
に
吸
牧
さ
れ
た
段
階
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
す
て
に
む
べ
た
よ
う
に
、
第
一
一
次
大
戦
白
時
お
よ
び
朝
鮮

戦
争
以
後
白
特
別
償
却
は
、
明
ら
か
に
一
般
に
認
め
ら
れ
た
曾
計
原
則
(
窓
口
。

E
2
2宮
&
R
E
S
c
a
t且
H
E
Z
U〕
と
は
あ
い

入
れ
な
い
性
格
の
も
白
で
あ
る
。
ゆ
え
に
税
法
て
認
め
ら
れ
た
損
金
と
舎
計
原
則
に
し
た
が
う
費
用
と
の
差
額
す
な
わ
ち
特
別
償
却
の

超
過
額
公

E
Eロ停止

O
M
g
m
B
R
P
E
s
t
s〕
を
「
利
得
」
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
と
、
ア
メ
リ
カ
の
脅
計
専
門
家
が
認
識
し

た
と
し
て
も
し
ご
く
営
仲
間
な
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
と
己
に
大
き
な
問
題
が
ひ
そ
ん
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
合
計
専
門
家
は
、

合
計
原
則
を
た
て
に
し
て
特
別
償
却
を
問
題
に
す
る
だ
け
ゼ
あ
っ
て
、

「
租
税
政
策
上
生
じ

τい
る
喰
護
い
に
つ
い
て
は
合
計
原
則
の

側
か

b
ぃ
、
つ
べ
き
何
物
を
も
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
税
法
て
認
め
ら
れ
た
特
別
償
却
を
合
法
的

た
も
の
と
し
て
債
値
判
断
士
加
え
ず
単
に
奥
件
と
し
て
受
取
づ
て
い
る
に
す
ぎ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
の
一
頭
心
中
に
は
「
特
別
償
却



木
質
論
」
た
る
も
心
は
ほ
と
ん
γ

に
な
い
の
ぞ
あ
る
。
明
干
し
て
特
別
償
却
を
単
に
企
業
合
計
に
封
ず
る
撹
乱
的
要
因
の
器
入
と
し
て
の
み

受
け
と
め
、
そ
と
に
生
じ
た
費
用
と
損
金
の
喰
遣
い
十
い
か
に
調
整
し
て
財
務
諸
表
に
表
示
す
る
か
の
問
顕
を
論
ず
る
だ
け
ゼ
あ
る
。

挽
一
一
百
す
れ
ぼ
、
特
別
償
却
へ
の
接
近
を
納
税
申
告
音
(
官
凶

E
E
E〉

ど
う
し
て
彼
等
は
、
特
別
償
却
そ
の
も

ω
の
介
析
を
か
た
す
か
し
し
て
、
喰
蓬
い
を
調
整
す
る
合
計
技
術
的
問
頴
に
す
り
か
え
て
い
る
。

と
財
務
諸
表
(
雪

g
n
z
m
g
o
E
Eる
と
の
問
の
技
術
的
調
整

方
法
に
解
消
し
で
し
ま
ワ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
等
は
、
合
計
壊
の
任
務
は
、
こ
の
よ
う
な
外
部
保
件
の
餐
佑
を
尋
ね
る
己
と
に
は
た

〈
、
と
の
上
う
宏
典
件
同
盟
動
の
結
果
と
し
て
企
業
合
計
に
生
ず
る
問
題
に
費
動
的
に
適
用
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
立
場
を
い
ぜ
ん

と
し
て
国
守
し
、
と
と
か
ら
一
歩
も
同
て
い
た
い
心
て
あ
る
。
だ
か
ら
彼
等
は
特
別
償
却
の
も
た

b
す
殺
果
を
せ
い
ぜ
い
徴
税
猶
致
、

換
言
す
れ
ば
課
税
の
延
期

(
F
M
白
色
司

E
E
C
と
し
て
し
か
理
解
て
主
な
い
の
で
あ
る
。

1'< 
(1) 
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z
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回
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L
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喜
N
h
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H
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号
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号
、
内
(
N
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拙
稿
、
ア
メ
リ
カ
特
別
償
却
且
研
究
、

(2) 
特
別
償
却
に
閥
ず
る
考
察
と
し
て
は
、
以
上
D
a
へ
た
曾
計
専
門
家
の
見
解
の
ほ
か

rま
だ
い
く
つ
か
の
見
解
を
見
山
川
す
と
と
が
で
き

る。

H
ま
合
計
専
門
家
の
問
題
窓
諮
り
限
界
を
の
り
こ
え
て
考
察
の
範
園
を
掠
げ
て
み
る
と
、
営
然
そ
こ
陀
は
合
計
専
門
家
の
よ
う
に
、

特
別
償
却
は
課
税
の
延
期
を
も
た
ら
ず
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
考
え
て
工
い
て
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
ぷ
生
ず
る
は
ず
で
あ
る
o

と
の
疑

問
に
答
え
る
か
の
よ
う
に
曾
計
事
以
外
の
分
野
か

b
特
別
償
却
を
採
h

り
あ
げ
た
ア
メ

H
カ
の
論
者
は
い
く
つ
か
の
す
ぐ
れ
た
見
解
を
桜

アメ
UJ

カ
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
巻

4コ

第

鵠

七



ア
メ

B
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
巻

ノ1

第

漉

ノt、

己
れ

L
舎
計
率
以
外
心
分
野
か
ら
特
別
償
却
へ
光
を
あ
げ
た
論
攻
は
大
き
く
ニ
ワ
の
傾
向
陀

介
類
て
き
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
の
傾
向
は
、
妊
代
経
済
事
者
エ
イ
只
ナ

l
、
F
マ
l
ル
わ
上
び
閤
際
通
貨
基
金
〈
H

声
明
〉
の
所
属

員
で
あ
る
グ
ッ

rzに
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

々
と
登
表
し
て
い
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

彼
等
の
考
祭
の
亙
心
は
長
期
間
の
投
資
の
流
れ

(
問
。
毛

C

ごロ
4
2
Z
5
2

2
0
4
F
E
)
に
治
か
れ
て
い
る
。
か
か
る

E
硯
的
社
傾
向
に
封
し
、
も
う
一
つ
白
他
の
傾
向
は
、
徴
閥
的
、
な
傾
向
と
も
い
い
う
る
も
の

ざ
あ
り
、
耐
用
年
数
白
経
過
す
る
ま
て
の
課
税
妓
巣
に
諭
貼
を
し
ぼ
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ゐ
、
己
れ

b
一
一
つ
の
傾
向
は
、
は
っ
き
り
と

分
類
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
た
が
い
に
内
的
関
連
を
も
ち
、
第
一
の
傾
向
は
第
二
の
傾
向
を
前
提
と
し
、
モ
れ
を
さ
ら
に
経
済
問
イ
的

に
柿
且
展
さ
せ
、
動
態
化
し
た
も
白
て
あ
る
。
こ
れ
ら
二
ヲ
の
接
注
+
刀
法
に
つ
い
て
い
ち
い
ち
た
ち
い
っ
て
論
じ
た
い
が
、
む
と
る
紙
数

は
も
は
や
わ
ず
か
に
在
っ
て
し
ま
っ
た
の
ぞ
、
第
二
の
傾
向
に
属
ナ
る
諭
攻
の
い
の
く
つ
か
を
要
約
し
左
が
ら
、
モ
白
「
特
別
償
却
木

質
論
L

を
摘
出
し
て
み
よ
う
。

事

2
H
H

E
t
 同出回目
R
同白

-
h
h
a司
主
主

A
2
E呂
志

3
p
s
e昆

S
札
〉
骨
、
、
色
主
ロ
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叫
件
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同
]
吋
同
E
自
民
且
開
。
E
S
E
R
r
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sー
足
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PHM官
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E封
切
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iH)
相
当
p
s
k
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Q
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E
E凡

b
也
5
司
書
3
D
5
3
2
q
H
E
E己
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同

E
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E
U
2
2
H
c
g
w
R》
島

日

。

目
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F
A
S
P
E
h
z
bおも
い

N
E
E
s
h町
議
、
~
訳
、
号
、

M
4
2
1
p
β
E
H
H
R
]吋〕
E
B己
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同
国

E
S
E
E
-
冨
4
E
U副
司
唱
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富
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止
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回
回
Q

α日
日

1
日
仏
れ

4
J
 

FHω
ロ
め
ご

(2) 
企
業
財
務
論
者
均
二
レ
フ
ァ

l
、
パ
タ

1
1
b
主
び
〈
ン
ト
は
、
納
税
額
は
そ
の
納
め
ら
れ
る
時
期
白
相
遣
に
し
た
が
っ
て
そ
り

倶
値
は
具
る
と
い
う
閥
鮪
か
ら
、
特
別
償
却
に
よ
ワ

τ汲
生
す
る
納
税
白
延
期
か
ら
企
業
白
う
る
利
得

(
E
M
O
P
E
皆
吉
)
は
、

カ
年
白
特
別
償
却
期
聞
に
治
け
る
課
税
軽
減
額
む
現
在
債
値
安

g己
Edo
え

Z
E
E
-
と
特
別
償
却
期
間
臼
治
わ
っ
た

後
て
玄
抑
わ
ね
ば
た
ら
た
い
温
徴
課
税
額
の
現
在
債
値
(
官
自
由
刊
ぐ

ιロ
白
色
包
含
g
E
H
吋
F

日
)
と
白
差
額
て
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。 五



つ
ま
り
「
特
別
償
却
に
つ
い

τ記
憶
さ
る
ベ
さ
第
一
に
し
て
最
も
明
白
た
賄
は
、
納
税
者
が
早
期
償
却
の
課
税
上
の
特
典
を
う
け
る
こ

と
に
よ
っ
亡
、
・
:
:
立
高
一
封
印

(Eえ
5
2己
宮
口
)
を
儲
け
る
こ
と
で
あ
い
お
」
ゆ
え
に
特
別
償
却
は
政
府
が
企
業
に
無
利
子

白
貸
付

(
E
E
Z
E骨
2
z
g
E
E
問
。
〈
雪
国
再
己
)
を
輿
え
た
と
同
様
の
数
果
を
稜
』
博
す
る
の
で
あ
か
。

こ
の
「
特
別
償
却
U
無
利
子
白
財
政
融
資
」
設
は
、
古
品
レ
フ
ァ

l
、
パ
グ

l
ス
お
よ
び
〈
ン
ト
の
特
別
償
却
論
が
あ

b
わ
れ
る

一
カ
月
前
、
一
九
五
一
年
四
月
二
一
日
に
開
か
れ
た
両
院
合
同
園
防
止
一
産
委
員
合
(
『
自
己
の
。
E
E
H
R
B
B
ロ
o
P
5
0
司

3
白
百
z
g
)

の
諮
問
舎
に
つ
い
て
の
財
務
省
の
覧
車
日
の
中
に
す
で
に
あ
ら
わ
れ
て
い
U
U
o

ま
た
最
近
て
は
海
士
己
え
た
イ
ギ
リ
ス
ゼ
も
「
特
別
償
却

l
無
利
子
の
財
政
融
資
」
設
1
lた
だ
し
一
初
年
度
高
率
償
却

(
F
E己
匡

Edqh旨
B
)
に
つ
い
て
の
み
1
1は
主
流
を
た
し
た
見
解
と

な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
王
立
所
得
枕
委
員
曾
(
同
唱
己
の
。
B
E
E
S
S
己ぬ

-PMRCO口
氏
吋
吉
田
宮
自
白

F
E
E
O〕
の
一
九
五

宜
年
白
報
官
書
は
「
一
初
年
度
高
卒
償
却
は
課
税
を
延
長
し
、
勝
志
郎
に
繰
延
べ
ら
れ
た
税
額
は
、
企
業
に
濁
す
る
政
府
心
無
利
子
心
貸
付

金
と
同
一
の
数
回
市
を
も
っ
。
」

と
い
い
、
ま
た

ν
イ
ソ
ン
ズ
は
「
一
初
年
最
高
率
償
却
に
ェ
っ
て
産
業
白
利
用
し
う
る
資
金
は
た
し
か
に

内
園
歳
入
鳳
か

b
の
贈
興
(
沼
田
]
「
E
E

件

Z
H己
き
品
目
2
0
E
O
L
E
H
2
0
2
t
E
)
て
は
な
〈
、

E
し
〈
は
無
利
子
の
貸
付
金
て
あ
初
。

と
い
ワ
て
い
る
。

E主
(4) (3) (2) (1) 

moE巳同
RU
】
宣
言
問
自
仏
国
ECNWN丸
、
司
己
円

。。。門
HDN町、・

HY
】
匂
山

田

OFHP民
間
唱
団
ロ
同
時
白
山
富
島
国

5
F
N
A
F
F
目

H
5・
開

E
R
L
P
F
司
凶
巧
・

目
。
回
目
立

o
z
i
z
T
Z
Cヨ
E
Z
S
E
R
E
Z
E
E
F
∞E

口
E
m
E
m
L
E
E
S
w
身内
E
F
E
E

弐
金
正
同
P
H
U
M
F
℃

ゅ

自

主

o
-
S
E日
E
E
n
H
F
4・
忌
良
子
匂
窓

長
揮
官
大
郎
、
英
闘
枯
世
に
よ
る
滅
的
償
却
と
公
平
原
則
、
陸
業
経
理
、
昭
一
一
二
年
二
月
続
、
一
一
七
頁
。

守
E
P
4
b泌
さ
も

(0) 

イ
ギ
日
ス
に
お
け
る
「
特
別
償

ア
メ

9
力
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
谷

ノ1

第

銃

;lt 



ア
メ
U
J

カ
に
お
吋
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
巻

O 

第

鵠

。

却
1
無
利
子
の
財
酷
融
委
」
訟
は
、
初
年
度
高
車
償
却
を
前
提
托
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
新
技
蚤
特
別
控
除

(
H
2
2
E
S亡己
Z
4
E
2
)

は
取
得
原
債
の
一
二

O
%を
償
却
す
る
も
の
で
あ
る
h
b
、
原
傾
超
遁
分
り
償
却
に
工
る
課
税
引
下
げ
は
椅
則
金
と
み
ち
れ
て
い
る
。
「
新
投

資
特
別
控
除
は
、
総
所
有
か
ら
控
除
さ
れ
る
償
却
額
を
噌
加
L
、
企
業
に
諒
さ
れ
る
荷
額
そ
の
も
の
を
軽
減
す
る
と
と
に
な
る
の
で
、
い
わ
ば

新
設
資
に
封
し
て
政
府
が
興
え
る
一
梧
の
補
助
金
的
設
呆
を
も
っ
て
い
る
。
」
(
一
一
一
七
1
三
八
頁
)

F
1
3
F
S
F
2
4
3
5之号
E
E
S
E
E
N
-
R
室
町
、
目
、

F
N
E
t
-也、
5

3
回
目

r
g一
言
明
日
5
3

由

4
P
E
E
u
H
ν

日
臣
殿
後
イ
ギ
リ
ス
産
誌
の
資
金
源
(
抄
課
)
、
大
成
者
調
査
月
報
、
昭
三
一

O
年
九
月
盟
、
五
八
頁
。

己
こ
で
以
一
上
の
ベ
亡
き
た
「
特
別
償
却

1
無
利
子
の
財
政
融
資
」
設
は
、
税
率
が
資
産
白
金
耐
用
年
数
の
す
ぎ
る
ま
で
常
に
一
定
て

あ
る
と
い
う
仮
定
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
た
い
。

ω) 

「
特
別
償
却

1無
利
子
の
財
政
融
資
」
設
白
前
提
を
た
し
て
い
る

も
の
は
税
率
の
不
措
置
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
己
か

b
は
特
別
償
却
は
租
税
歳
入
の
延
期

Q
o
m
q
c
E百
四
円
。
同

P
U
R
E〈

gs)
の
み

を
も
た

b
L歳
入
上
白
永
久
的
な
損
失
(
官
自
民
国

EHF-。由
E
円
g
m
C
5
8
E
B
H
)
は
な
い
と
い
う
あ
ギ
ま
っ
た
見
解
が
同
草
生
し
て
く

る
。
な
ぜ
友
ら
税
率
が
持
味
引
下
げ

b
れ
れ
ば
、
特
別
償
却
採
用
企
業
は
よ
り
有
利
と
な
わ

J

、
そ
れ
だ
け
歳
入
よ
の
資
質
的
損
失
は
ふ

え
、
ま
た
税
率
が
将
来
引
土
げ
ら
れ
れ
ば
前
と
反
封
D
結
果
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
て
税
率
の
同
盟
動
を
前
提
し
、

吉
A

り
に

「
特
別
償
却

1
無
利
子
の
財
政
融
資
」
説
士
登
展
さ
せ
ね
ば
左
ら
な
い
。

ア
メ
リ
カ
商
務
省
の
公
式
的
見
解
は
、
無
利
子
の
財
政
融
資
設
を
展
開
し
た
す
ぐ
後
て
、
も
し
税
率
が
後
に
な
づ
て
引
下
げ
ら
れ
る

な
ら
ば
「
首
初
心
高
卒
課
税
の
時
期
に
多
額
の
控
除
が
認
め

b
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
課
税
の
軽
減

(
E
M
E
Eロ
想
〉
と
な

る
。
五
カ
年
経
過
後
営
該
資
産
の
利
用
に
よ
っ
て
生
ず
る
課
税
所
得
は
、
特
別
償
却
を
行
わ
な
か
づ
た
場
合
よ
り
も
高
額
と
な
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
こ
の
後
の
時
期
に
ゐ
げ
る
課
税
は
引
下
げ
ら
れ
た
率
て
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
税
率
引
下
げ
り
場
合
、
結
果
は

己
の
逆
て
あ
る
ロ
己
D
射
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
大
戦
及
び
現
在
の
制
度
が
超
過
利
得
税
D
賢
施
さ
れ
て
い
る
時
期
に
作
ら
れ
た
こ
と



に
留
意
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
と
白
ペ
℃
H
る
。
事
質
、
特
別
償
却
白
採
用
さ
れ
た
時
期
は
戦
時
プ
l
ム
湖
に
営
り
、
そ
己
に
お
hv
て
は

舎
一
位
所
得
涜
の
税
率
は
宜
向
く
、
主
た
超
遁
利
得
税
が
賦
課
き
れ
て
H
J
T
。
と
こ
ろ
が
特
別
償
却
の
生
命
が
あ
ま
り
た
く
な
り
、
不
況
の

き
ざ
し
が
期
在
化
し
て
き
た
一
九
主
同
年
に
は
、
景
気
針
策
の
一
環
と
し
て
超
過
利
得
税
は
踊
阻
止
さ
れ
、
粉
率
の
引
引
下
げ
が
質
現
し
て

川
い
る
。
し
た
が
っ

τ特
別
償
却
を
採
用
し
た
企
業
は
、
政
府
か
ら
無
利
子
の
貸
付
を
受
げ
た
ば
か
り
て
な
く
、
課
税
制
仰
減
と
い
号
形
て

補
助
金
を
ヰ
花
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
在
っ
て
い
る
。
乙
の
黙
を
す
る
ど
く
つ
い
て
、
セ
ル
デ
ン
は
、
特
別
償
却
採
用
企
業
の
三
つ
の

主
要
左
利
得
の
中
に
、
無
利
子
の
融
資
以
外
に
、
税
葎
が
特
別
償
却
期
間
後
に
引
下
げ
ら
れ
た
場
合

ω全
耐
周
年
数
に
わ
た
る
納
税
減

少
白
可
能
性

Q
g
E
H与
え

z
a
H
2
5
2
2
2
F
Z
E
E一;
2
E
H
E
)
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
セ
ル
デ
ン
の
見
解
を

要
約
し
た
形
て
、
連
邦
取
引
委
員
合
(
司
O
品
目
己
叶

E
骨
の

c
B
E
E
S
)
の
所
属
員
て
あ
る
コ
ァ
ト
ケ
は
、
特
別
償
却
制
度
は
無
利
子

の
財
政
融
賓
プ
ラ
ス
補
功
金
(
目
耳

21昨
日
開

2
日
5

5門
戸

E
s
a
E
E
F
K
有
名
H
O
E
S
m
F
Z
E
m
r
青
島
民
白
色
。
『

FMEd

HvvaEmrE-匡
身

Z
H
r
o
E百
E
F
E
E
m
Z
E
E
E
E目
E
M
g
ち
EHr
岱

E
在
日
官
。
司
自
民
自
民

E
G。
E
O
ロ
O
P
E
E
E
O

5
 

HFE
品。

E
R
g
E
F
F
O
E
Zロ
E)
と
同
等
物
て
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

こ
の
「
特
別
償
却
l
無
利
子
の
財
政
融
資
+
補
助
金
」
設
が
、
す
て
に
の
，
へ
た
特
別
償
却
盟
問
摂
の
徴
問
的
左
傾
向
の
う
ち
も
っ
と
も

す
ぐ
れ
た
「
特
別
償
却
本
質
論
」
て
あ
る
と
い
う
己
と
が
て
き
上
う
。
在
最
最
後
に
「
特
別
償
却

1
補
助
金
」
続
た
る
も
の
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
表
現
が
要
約
さ
れ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
内
買
は
「
特
別
償
却

1
無
利
子
の
財
政
融
資
十
梢
助
金
」
設
と
ち
ょ
っ
と
も

か
わ
b
な
い
も
白
て
あ
る
こ
と
を
付
ヨ
一
周
し
て
、
木
稿
を
と
ず
る
と
と
陀
し
た
い
。
た
と
え
ば
ア
グ
ム
ー
と
グ
レ
イ
の
著
書
の
中
に
は
、
特

た
去
も

ω

町

、

、

、

、

別
償
却
計
霊
は
相
封
的
に
少
数
白
大
曾
祉
へ
の
問
問

(
t
gと
て
あ
る
と
か
、
ま
た
特
別
償
却
に
よ
る
補
助
金

(
E
E
Eむ
の
獅
子
心
分

け
前
は
す
ゼ
に
高
度
に
集
中
し
て
い
る
基
礎
産
業
白
う
ち
の
一
少
散
の
大
脅
枇
へ
蹄
属
し
て
い
る
円
ど
い
ろ
言
葉
が
見
出
さ
れ
る
。
し
た
が

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
巷

第

五指



アメ
w
y

カ
に
和
け
る
特
別
償
却
本
質
論

第
七
十
八
省

第
一
昨
国

た
ま
も

ω

っ
て
ア
ダ
ム
と
グ
レ
イ
は
「
特
別
償
却

1
柿
助
金
」
設
に
立
っ
て
い
る
論
者
て
あ
る
と
い
え
る
が
、
彼
等
は
賜
あ
る
い
は
補
助
金
と
い

た
ま
も
の

う
表
現
を
と
っ

τ
い
る
頁
白
す
ぐ
あ
と
で
モ
の
内
容
を
説
明
し
て
、
賜
あ
る
い
は
補
助
金
と
い
う
概
念
を
無
利
子
の
財
政
融
資
と
非
常

期
間
後
白
曾
祉
税
の
引
下
げ
か

b
生
ず
る
利
得

(mgE
中

c
E
S可
目
含
♀
E
ロ
E
2
4
2
P
Z
E
M
g
R
p
o
g
ι
。
ご
Z
O
E
R
m
B
4
)

と
の
集
合
概
念
て
あ
る
と
い
ヨ
て
い
る
。

通
常
企
業
の
負
矯
と
た
る
利
子
費
用
を
企
業
が
負
蟻
し
な
い
円
て
す
む
と
い
う
意
味
て
、
無
利
子
の
財
政
融
資
は
、
わ
が
園
て
か
つ
て

問
題
と
た
づ
た
「
利
子
補
給
」
と
問
じ
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
戦
時
生
産
設
備
建
設
K
封
す
る
一
種
。
補
功
村
正
と
考
え
ら
れ
た
い
こ
と

も
た
加
。
し
た
が
っ
て
「
特
別
償
却
リ
補
助
金
」
説
と
い
い
、
「
特
別
償
却

1
無
利
子
の
財
政
融
資
+
補
助
金
」
設
と
い
い
、
そ
の
意

味
す
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
も
怒
っ

τ
い
友
い
の
で
あ
る
。
た
だ
南
設
の
聞
に
差
異
を
強
い
て
見
出
す
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
貼

に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
「
特
別
償
却

l
澗
助
金
」
設
は
、
特
別
償
却
が
猫
占
段
階
に
治
け
る
濁
占
費
本
に
射
す
る
一
般
的
補
助
金
平
財

政
投
妥
を
柿
充
す
る
常
義
を
も
っ
て
い
か
拡
を
明
確
に
う
き
ぼ
り
に
し
、

の
貰
質
的
内
容
を
よ
り
詳
細
に
分
析
し
て
h

る
り
で
あ
る
。

い
づ
れ
に
し

τも
特
別
償
却
は
、

「
特
別
償
却

l
無
利
子
の
財
政
融
資
十
補
助
金
」
読
は
前
者

一
九
五
一
年
に
下
院
行
政
費
分
科
委
員
曾
l
F
l
ソ

y
委
員
曾
(
国
E

E

P
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g
目

白

E
E
p
r。
E
5
5
8
H
ロ区
15。
ロ
の
〉
が
い
み
ぢ
く
も
名
づ
け
た
よ
う
に
、

「
政
府
の
捌
か
ら
お
ち
た
最
大
の
ぼ
た
も
ち
L

E
m同盟円

r
Q
EコE
F
F
F
F
2日
E
E
O
己。毛
HMHFO
同
。
耳
目
由
。
己
宮
HE)
に
ほ
か
み
な
ら
友
い
の
で
あ
る
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